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有
の
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動
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に
つ
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岩
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わ
が
国
に
は
多
く
の
古
文
書
が
伝
来
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
う
ち
の
多
数
が
翻
字
さ
れ
、
利
用
に
供
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
個

人
の
特
定
の
事
柄
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
稀
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
養
所
有
の
不
動
産
に
つ
い
て
論
じ
て
み
る
の
は
、
そ
の
稀
な
一
例
を
見
出
し

た
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
日
本
史
学
の
用
語
に
も
、
京
の
地
理
に
も
疎
い
の
で
、
失
考
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
。

　
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
』
に
「
雑
記
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
政
所
代
蜷
川
氏
の
手
元
の
控
え
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
宗

養
に
関
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
引
用
し
て
み
よ
う
。
論
述
の
都
合
で
、
○
◎
◎
の
記
号
を
付
け
た
。
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O
松
対

　
半
松
斎
宗
養
申
状
　
永
禄
四
三
＋
一

右
子
細
者
、
買
得
田
地
・
屋
地
等
目
録
捌
捌
・
事
、
当
知
行
難
無
相
違
、

申
者
、
任
御
法
、
可
預
御
成
敗
候
、
伍
言
上
如
件
、

　
　
永
禄
四
年
三
月
二
日

尚
以
為
後
証
被
成
下
御
下
知
者
、
可
奉
存
添
畏
者
也
、
若
此
旨
偽



一〇◎

半
松
斎
宗
養
買
得
目
録
事

　
紙
屋
方
公
用
年
中
七
貫
文
事
、

　
西
武
者
小
路
常
盤
井
殿
御
地
内
、
東
西
七
間
、
南
北
六
間
間
中
事
、

　
誓
願
寺
通
子
勧
修
寺
殿
御
地
南
頬
、
宗
牧
居
住
分
地
子
銭
、
両
季
壼
貫
四
百
六
十
六
文
事
、

　
誓
願
寺
通
子
賢
等
屋
地
分
、
東
西
武
間
々
中
、
南
北
八
丈
五
尺
地
子
銭
、
両
季
七
百
廿
文
事
、

　
田
地
作
職
壼
段
、
在
所
者
山
科
金
崎
事
、

　
田
地
作
職
武
段
、
在
所
者
京
代
之
内
舟
塚
東
森
之
西
事
、

　
田
地
作
職
壼
段
、
在
所
者
ニ
ケ
カ
ス
ノ
事
、

　
　
以
上
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知
行
分
田
地
・
所
々
屋
地
井
公
事
銭
等
號
細
糠
事
、
買
得
相
伝
任
当
知
行
之
巳
『
弥
可
被
全
領
知
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
伍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
－

　
　
永
禄
三
年
三
月
十
一
日
　
　
対
馬
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊

半
松
斎
宗
養

　
さ
て
、
○
の
部
分
は
宗
養
の
申
状
で
あ
っ
て
、
自
分
が
現
に
知
行
し
て
い
る
田
地
・
屋
地
に
つ
い
て
、
安
堵
の
下
知
を
請
う
て
い
て
、
幕
府

政
所
に
申
し
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
㊤
に
見
え
る
よ
う
に
、
前
年
の
永
禄
三
年
に
す
で
に
奉
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
の
に
、
重
ね
て
の
申
請
で
あ

り
、
何
か
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
今
か
ら
は
知
る
よ
し
も
な
い
。



　
O
の
部
分
で
宗
養
所
有
の
財
産
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
最
初
は
紙
屋
方
公
用
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
⇔
で
公
事
銭
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

『
国
史
大
辞
典
』
は
「
公
事
銭
」
の
項
目
を
立
て
、
「
中
世
社
会
に
お
い
て
、
雑
公
事
・
夫
役
な
ど
の
公
事
を
現
物
・
現
夫
の
か
わ
り
に
納
め
る

銭
の
こ
と
。
（
略
）
な
お
公
用
銭
と
い
う
場
合
に
は
、
荘
園
ま
た
は
郷
村
の
公
用
に
使
う
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
銭
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、

室
町
．
戦
国
時
代
に
そ
の
用
例
が
多
い
」
と
説
く
。
公
用
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
す
る
と
、
紙
屋
と
は
古
代
の
紙
屋
院
と
関
連
し
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。
永
禄
年
間
ま
で
下
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
施
設
が
存
続
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
紙
屋
院
に
属
す
る
所
領
の
名
残
が
あ
っ

て
、
何
か
の
縁
で
そ
の
徴
収
権
が
宗
養
に
伝
わ
っ
た
と
想
像
し
た
い
。

　
次
に
常
盤
井
殿
と
誓
願
寺
通
子
の
屋
地
、
三
箇
所
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
京
市
内
の
地
所
で
あ
る
か
ら
そ
の
位
置
を
確
認
す
る
資
料
は
乏
し

く
な
い
。
『
拾
芥
抄
』
『
洛
中
洛
外
図
』
『
京
都
叢
書
』
所
収
諸
書
、
さ
ら
に
は
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
以
下
の
近
現
代
の
地
名
辞
書
類
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
簡
単
に
結
論
の
み
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
常
盤
井
殿
の
遺
称
地
は
常
盤
井
図
子
町
で
、
元
誓
願
寺
通
り
と
武
者
小
路
通
り
の
間
、

新
町
通
り
と
小
川
通
り
の
間
と
い
う
。
ま
た
、
誓
願
寺
は
後
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
移
転
さ
せ
ら
れ
る
が
、
天
文
頃
の
所
在
地
は
元
誓
願
寺
通

り
小
川
西
入
か
ら
堀
川
ま
で
と
の
こ
と
で
あ
る
。
両
地
は
隣
接
し
て
お
り
、
『
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
』
に
も
そ
の
よ
う
な
位
置
関
係
で
記
載
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
に
田
地
作
職
と
し
て
三
箇
所
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
遺
称
地
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
総

計
で
荘
園
関
係
の
権
利
一
件
、
屋
地
す
な
わ
ち
家
屋
敷
と
思
わ
れ
る
も
の
三
箇
所
、
田
地
が
三
箇
所
で
あ
る
。
収
入
や
屋
地
の
大
き
さ
の
記
載

も
あ
り
、
か
な
り
の
財
産
と
言
え
よ
う
が
、
こ
れ
が
宗
養
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
θ
の
部
分
は
こ
れ
ら
の
所
有
物
件
に
つ
い
て
、
幕
府
政
所
よ
り
獲
得
し
た
奉
行
人
奉
書
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
養
の
財
産
は
安
堵
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
対
馬
守
松
田
盛
秀
と
政
所
の
頭
人
伊
勢
守
貞
孝
が
署
名
し
、
政
所
代
蜷
川
親
俊
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
た
こ
の
文
書
は
、

宗
養
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
何
故
か
翌
年
永
禄
四
年
、
再
び
宗
養
か
ら
の
○
の
申
状
が
提
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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右
に
見
た
宗
養
の
所
有
す
る
不
動
産
の
う
ち
、
屋
地
三
箇
所
に
つ
い
て
は
関
連
文
書
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
蜷
川
家
文
書
』
七
五
三

　
京
都
常
盤
井
殿
敷
地
等
文
書
案
で
、
こ
こ
に
全
文
を
引
用
の
上
、
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
も
論
を
な
す
便
宜
上
、
○
◎
θ
等
の
番
号
や
記

号
を
付
し
た
。

○

常
盤
井
殿
御
敷
地
｝
色
式
部
少
輔
殿
拝
領
之
内
、

も
違
乱
煩
申
間
敷
候
、
伍
為
後
日
状
如
件
、

天
文
廿
二
年

　
七
月
廿
五
日

　
宗
養
　
床
下

奥
坊宗

信

　
　
　
　
マ
こ

有
子
細
、
自
拙
者
、
此
内
少
給
候
、
錐
然
、
従
式
部
少
輔
殿
永
代
被
参
候
上
者
、
我
等
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◎
④
永
代
売
渡
申
屋
地
之
事

　
　
　
　
所
者
　
緒
獺
麟
髄
裾
働
雄
艀
畷
御
地
、

　
　
右
屋
地
、
難
為
買
得
相
伝
私
領
、
依
有
要
用
、
直
銭
拾
貫
文
、
半
松
斎
へ
、
売
渡
申
処
実
正
也
、
当
知
行
手
継
証
文
登
通
相
副
、
進
之
候

　
　
上
者
、
任
古
券
之
旨
、
永
代
御
知
行
、
可
目
出
候
、
仰
為
後
代
、
放
券
状
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
花
軒

　
　
　
　
弘
治
三
年
八
月
十
一
日
　
　
　
寿
均

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
吉
田
入
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
忠



◎
勧
修
鑛

　
売
渡
申
敷
地
之
事

　
　
合
萱
所
者
　
醜
痴
頒
殼
賠
酷
醐
灯
枕
扮
蜘
旭
弛
子
銭

　
右
、
売
渡
申
所
実
正
也
、
代
銭
三
貫
文
仁
売
渡
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
家
摂
津

　
　
　
天
文
六
年
三
月
十
二
日
　
　
　
孝
家

　
　
　
養
花
軒

　
　
　
　
珍
首
座
ま
い
る

但
、
三
ヶ
年
相
過
申
候
者
、
為
其
方
、
可
有
進
退
者
也
、
伍
売
券
状
如
件
、

◎
宗
牧
居
住
之
地
壼
所
事
、
今
度
申
分
在
之
間
、
相
乱
候
之
処
、
被
帯
証
跡
、
殊
当
知
行
之
上
者
、
全
御
存
知
肝
要
候
、
恐
〉
謹
言
、

十
一
月
廿
⊥
ハ
日

　
養
花
軒

　
　
　
床
下

三
筑長

慶
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⇔

勧
修
寺
殿

　
　
袖
判

永
代
売
渡
申
地
子
事

　
合
在
所
者
賭
噸
時
牡
賢
癖
櫨
鋤
⑰
碇
氏
凍
西

右
、
地
子
者
、
両
季
二
七
百
廿
文
也
、
依
有
要
用
、
直
銭
三
貫
文
二
宗
養
へ
売
渡
申
所
実
正
明
白
也
、
老
父
大
納
言
殿
へ
被
得
御
意
候
間
、

子
｝
孫
〉
、
他
之
妨
、
柳
以
不
可
有
之
者
也
、
侃
為
後
証
、
売
券
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勧
修
寺
殿
辻
弥
太
郎

　
　
永
禄
四
年
八
月
十
五
日
　
　
豊
秀



宗
養
ま
い
る

　
右
に
見
る
通
り
、
こ
の
○
か
ら
◎
ま
で
が
、
先
の
宗
養
申
状
の
別
紙
に
あ
る
三
箇
所
の
屋
地
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
の
入
手
経
路
を
た
ど
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
○
の
部
分
の
大
意
は
、
常
盤
井
殿
の
敷
地
を
一
色
式
部
少
輔
が
拝
領
し
、
わ
け
あ
っ
て
拙
者
（
奥
坊
宗
信
）
が
こ
の
内
の
少
し
を
賜
わ
っ
た
。

し
か
し
、
式
部
少
輔
殿
か
ら
永
代
（
宗
養
に
）
差
し
上
げ
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
私
の
方
か
ら
は
異
存
は
申
さ
ぬ
、
と
な
ろ
う
。
宗
信
が
宗

養
に
与
え
た
文
書
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
人
名
を
あ
ら
あ
ら
考
証
し
て
み
よ
う
。
常
盤
井
殿
は
常
盤
井
宮
を
意
味
す
る
。
こ
の
宮
家
は
亀
山
院
皇
子
恒
明
親
王
に

は
じ
ま
る
が
系
図
を
た
ど
る
と
第
六
代
恒
直
親
王
で
断
絶
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
実
隆
公
記
』
永
正
九
年
十
一
月
廿
七
日
条
に

　
　
常
盤
井
恒
直
親
王
宣
下
奉
行
欄
郷
註
叩

と
あ
り
、
『
尊
卑
分
脈
』
は
さ
ら
に
「
同
年
十
二
廿
大
宰
帥
　
後
柏
原
院
猶
子
」
と
記
す
。
何
か
の
拠
る
べ
き
記
録
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

亮
去
の
年
は
、
『
公
卿
補
任
』
天
文
廿
一
年
条
に
、

　
　
八
月
－
帥
宮
恒
直
親
王
莞
給
云
云

と
あ
る
。
翌
二
十
二
年
に
は
そ
の
敷
地
を
一
色
式
部
少
輔
が
拝
領
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
色
式
部
少
輔
に
、
『
蜷
川
家
文
書
』
校
訂
者
は
晴
具
と
注
記
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
永
正
五
年
、
将
軍
足
利
義
澄
の
京
よ
り
の
没

　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

落
に
従
っ
た
一
色
七
郎
で
あ
り
、
三
色
丹
羽
系
図
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
天
文
二
正
叙
従
五
位
下
　
式
部
少
輔
　
義
晴
公
賜
諌
字

と
あ
っ
て
、
義
澄
・
義
晴
と
二
代
に
仕
え
た
股
肱
の
奉
公
衆
で
あ
っ
た
。
『
室
町
幕
府
文
書
集
成
奉
行
人
奉
書
篇
』
に
は
何
度
か
名
前
が
あ
ら

わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
三
一
五
二
番
文
書
は
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光
雲
寺
跡
所
々
散
在
井
屋
地
等
半
分
事
、
為
御
料
所
被
仰
付
之
チ
6
6
、
早
任
先
例
可
被
全
領
知
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
伍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
享
緑
武
年
八
月
六
日
　
　
能
登
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
内
守

　
　
　
　
　
　
一
色
七
郎
殿

と
い
う
こ
と
で
、
常
盤
井
殿
も
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
一
色
式
部
少
輔
の
有
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
と
め
て
み
る
と
常
盤
井
殿
は
、
天
文
廿
一
年
恒
直
親
王
亮
去
後
、
一
色
晴
具
が
拝
領
し
、
そ
の
一
部
は
奥
坊
宗
信
に
分
け
与
え
ら
れ
た
が
、

宗
養
も
同
じ
場
所
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
宗
信
は
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
き
の
申
状
で
宗
養
は
買
得
田
地
・
屋

地
等
と
称
し
て
い
た
が
、
こ
の
常
盤
井
殿
の
敷
地
に
つ
い
て
は
こ
の
文
書
に
よ
る
限
り
・
。
貝
い
得
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
な
お
、
宗
信
な
る
人

物
は
未
詳
で
あ
る
。

　
O
に
つ
い
て
は
、
④
◎
◎
の
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
た
い
。
◎
に
対
し
て
、
◎
と
◎
が
別
紙
で
、
時
間
を
追
っ
て
読
み
解
く
と
◎
が
最

も
古
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
大
意
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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敷
地
を
売
り
渡
す
こ
と

一
箇
所
、
但
し
宗
牧
が
住
ん
で
い
て
、
地
子
銭
は
両
季
分
一
貫
四
百
六
十
六
文

右
に
つ
い
て
（
養
花
軒
珍
首
座
に
）
確
か
に
売
り
渡
し
た
。
代
金
は
三
貫
文
で
、

売
券
状
と
し
て
し
た
た
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
家
摂
津

　
天
文
⊥
ハ
年
三
月
十
二
日
　
　
　
　
　
孝
家

　
養
花
軒

　
　
珍
首
座
ま
い
る

三
年
過
ぎ
た
ら
そ
ち
ら
で
自
由
に
し
て
よ
い
。
そ
れ
で



　
さ
て
、
勧
修
寺
サ
曲
豆
が
袖
判
を
書
い
て
認
め
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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こ
の
あ
た
り
の
京
の
歴
史
は
、
今
谷
明
氏
の
論
述
に
よ
っ
て
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
し
ば
し
ば
論
拠
と
し
て
参
照
し
な
が
ら
論

を
進
め
た
い
。

　
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
、
連
歌
師
宗
牧
が
天
文
六
年
に
誓
願
寺
通
子
の
勧
修
寺
家
の
敷
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
確
定
す
る
。
地
子
銭
が
両

季
で
一
貫
四
百
六
十
六
文
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
こ
を
借
り
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
勧
修
寺
殿
は
サ
曲
豆
の
代
で
、
こ
の
年
正
三
位
で
権
中
納
言
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
勧
修
寺
家
と
誓
願
寺
に
つ
き
、
今
谷
氏
に
よ
っ
て
概
観
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
天
文
五
年
七
月
末
、
天
文
法
華
の
乱
に
よ
っ
て
上
京
一
帯
が
猛
火
に
包
ま
れ
、
革
堂
と
共
に
浄
土
宗
西
山
派
の

大
刹
誓
願
寺
は
炎
上
し
た
。
誓
願
寺
門
前
一
帯
も
広
範
囲
に
焼
野
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
復
興
さ
れ
、
勧
進
所
を
中
心
と
す
る
聖
た
ち

の
在
家
が
建
ち
は
じ
め
、
こ
の
地
に
下
地
進
止
権
を
有
す
る
勧
修
寺
家
で
は
こ
の
こ
と
を
忌
み
嫌
い
、
門
前
寺
庵
在
家
等
の
建
立
を
｝
切
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

す
る
御
教
書
を
発
給
し
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
、
宗
牧
が
そ
れ
以
前
か
ら
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
天
文
法
華
の
乱
の
火
災
に
遇
っ
た
可
能

性
が
あ
り
、
六
年
の
段
階
で
は
ま
だ
焼
け
跡
が
そ
こ
か
し
こ
に
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
養
花
軒
珍
首
座
は
、
宗
牧
居
住
の
地
を
そ
の
ま
ま
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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渡
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
養
花
軒
と
井
家
孝
家
に
つ
い
て
は
、
天
文
十
五
年
十
一
月
十
二
日
の
『
勧
修
寺
家
雑
掌
申
状
』
に
は
「
竜
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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寺
珍
首
座
」
「
勧
修
寺
家
雑
掌
　
孝
家
」
と
あ
り
、
『
賦
引
付
三
』
の
木
水
六
　
十
二
　
廿
三
の
『
多
聞
院
尭
禅
申
状
』
に
は
、
「
竜
安
寺
養
花

軒
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
慮
す
れ
ば
、
養
花
軒
は
竜
安
寺
の
塔
頭
で
あ
り
、
孝
家
は
勧
修
寺
家
雑
掌
で
あ
っ
た
。
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◎
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
大
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
宗
牧
の
居
住
の
地
　
箇
所
に
つ
き
、
今
度
申
分
が
あ
る
が
、
乱
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、

　
だ
か
ら
（
養
花
軒
は
）
所
有
権
を
全
う
す
る
が
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
筑

　
　
十
一
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
長
慶

た
し
か
な
証
跡
も
あ
り
、
現
に
知
行
も
し
て
い
る
の



養
花
軒

　
　
　
　
　
　
　
床
下

　
年
号
を
欠
く
こ
の
三
好
長
慶
の
文
書
に
つ
い
て
も
、
今
谷
氏
の
所
論
に
よ
っ
て
明
晰
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
っ
て
も
、
将
軍

足
利
義
晴
、
管
領
細
川
晴
元
、
三
好
政
長
・
長
慶
父
子
が
い
り
乱
れ
て
攻
防
を
繰
り
返
す
詳
細
は
、
混
迷
を
極
め
る
。
文
書
の
「
相
乱
」
は
、

従
っ
て
ど
の
時
期
の
乱
と
も
特
定
す
る
に
は
及
ば
な
い
が
、
こ
の
長
慶
の
文
書
が
書
状
で
あ
り
、
年
号
を
欠
く
こ
と
は
今
谷
氏
の
論
考
と
照
応

し
て
い
る
。
「
文
書
発
給
者
自
身
が
、
後
世
に
証
拠
書
類
と
し
て
そ
の
文
書
が
残
存
し
た
場
合
の
重
要
性
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
い
」
「
こ

の
権
力
の
文
書
発
給
行
為
が
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
制
度
化
し
て
い
な
か
っ
た
」
「
事
件
に
即
し
た
文
書
の
瞬
間
的
効
力
が
重
視
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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よ
う
に
な
り
、
安
堵
・
宛
行
と
い
っ
た
長
期
に
わ
た
る
文
書
の
持
続
的
効
力
に
あ
ま
り
意
味
が
持
た
れ
な
く
な
っ
た
」
等
々
、
一
々
ま
こ
と
に

尤
も
と
思
わ
れ
る
。
養
花
軒
が
こ
の
よ
う
な
文
書
を
求
め
た
の
も
、
京
の
新
し
い
権
力
者
と
し
て
三
好
長
慶
が
入
洛
し
た
天
文
十
八
年
直
後
の

機
敏
な
動
き
を
示
し
て
い
る
が
、
宗
牧
は
す
で
に
天
文
十
四
年
世
を
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
◎
◎
の
二
つ
の
文
書
を
副
え
て
、
④
の
部
分
が
記
さ
れ
た
。
こ
れ
も
大
意
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
永
代
売
渡
し
申
す
屋
地
の
こ
と

　
そ
の
場
所
は
誓
願
寺
通
子
の
勧
修
寺
殿
の
土
地
で
、
宗
牧
が
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
屋
地
は
買
っ
て
得
た
相
伝
の
私
領
で

　
あ
る
が
、
必
要
が
あ
っ
て
銭
十
貫
文
で
半
松
斎
宗
養
に
確
か
に
売
り
渡
し
た
。
当
知
行
の
手
継
証
文
一
通
を
副
え
て
進
上
い
た
し
ま
す
か

　
ら
に
は
、
沽
券
の
通
り
永
代
知
行
な
さ
る
よ
う
に
。
目
出
た
い
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
後
々
の
た
め
に
放
状
を
し
た
た
め
た
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
◎
で
養
花
軒
が
三
貫
文
で
買
い
取
っ
た
屋
地
が
、
ま
だ
勧
修
寺
殿
御
地
と
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
徳
政
令
に
見
る
、
所
有

権
の
転
売
後
も
潜
在
的
に
元
の
持
主
の
権
利
が
生
き
続
け
る
と
い
う
習
慣
が
、
こ
こ
に
露
呈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宗
牧
は
世
を
去
っ
た
の



が
天
文
十
四
年
で
、
弘
治
三
年
は
十
二
年
後
に
あ
た
る
。
彼
は
有
名
人
で
あ
り
、
そ
の
屋
地
は
そ
れ
な
り
の
因
縁
の
あ
る
所
で
あ
っ
た
。
養
花

軒
の
住
職
は
◎
の
珍
首
座
か
ら
寿
均
に
代
替
り
し
て
お
り
、
取
り
引
き
の
代
金
は
三
貫
文
か
ら
十
貫
文
に
値
上
り
し
て
い
る
。
宗
養
は
◎
を
見

て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
値
段
を
了
承
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
◎
の
三
通
を
通
覧
し
て
、
勧
修
寺
か
ら
養
花
軒
、
さ
ら
に
宗
養
へ
の
移
動
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

最
後
に
θ
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
大
よ
そ
の
内
容
は
次
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。

　
永
代
売
渡
申
す
地
子
の
こ
と

　
そ
の
場
所
は
誓
願
寺
辻
賢
等
屋
地
、
東
西
武
間
〉
中
、
南
北
八
丈
五
尺
、

　
右
、
地
子
は
両
季
に
七
百
廿
文
で
あ
る
。
必
要
が
あ
る
の
で
銭
三
貫
で
宗
養
へ
た
し
か
に
売
り
渡
し
た
。
老
父
大
納
言
殿
（
勧
修
寺
サ
曲
豆
）

　
へ
も
了
承
し
て
も
ら
っ
た
の
で
、
子
々
孫
々
に
他
か
ら
の
妨
害
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
の
た
め
こ
の
よ
う
に
売
券
状
く
だ
ん
の
ご
と
し
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署
名
し
て
い
る
曲
豆
秀
は
⇔
の
◎
の
孝
家
同
様
の
雑
掌
と
考
え
ら
れ
る
。
袖
判
を
し
た
た
め
た
勧
修
寺
殿
は
代
が
替
っ
て
晴
秀
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
賢
等
と
い
う
人
物
は
連
歌
師
で
『
連
歌
総
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
大
永
六
年
九
月
十
三
日
興
行
の
何
人
百
韻
に
宗
長
・
宗
碩
ら
と
同
座
し

て
い
る
。
し
ば
ら
く
間
を
お
い
て
、
天
文
六
年
の
伊
勢
法
楽
千
句
に
出
座
し
、
以
後
天
文
八
年
か
ら
十
三
年
ま
で
四
つ
の
百
韻
に
出
座
し
て
い

る
が
、
天
文
年
間
の
連
歌
で
は
常
に
宗
牧
と
同
座
し
、
句
数
は
宗
牧
の
半
分
以
下
で
あ
る
か
ら
、
賢
等
は
宗
牧
門
下
の
連
歌
師
な
の
で
あ
ろ
う
。

宗
牧
の
屋
地
の
地
子
が
両
季
一
貫
四
百
六
十
六
文
な
の
に
対
し
、
賢
等
の
そ
れ
は
七
百
廿
文
だ
か
ら
、
単
純
に
考
え
て
賢
等
は
宗
牧
の
半
分
程

度
の
地
所
を
借
り
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
賢
等
が
い
つ
こ
こ
に
居
住
し
は
じ
め
た
か
、
永
禄
四
年
に
生
存
し
て
い
た
か
は
、
宗
牧
の
例

か
ら
考
え
て
、
決
定
し
か
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
宗
養
の
幼
少
の
頃
、
父
の
弟
子
が
隣
近
所
に
居
住
し
、
極
め
て
身
近
な
師
範
役
で
あ
っ
た

と
い
う
可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
思
わ
れ
る
。



　
以
上
、
宗
養
の
申
状
と
文
書
案
を
縦
覧
し
た
が
、
い
く
つ
か
の
矛
盾
点
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
状
に
「
買
取
田
地
．
屋

地
」
と
す
る
が
、
文
書
案
で
常
盤
井
殿
御
地
内
の
屋
地
に
つ
い
て
買
得
の
証
書
は
存
在
し
な
い
。
賢
等
居
住
の
屋
地
に
つ
い
て
文
書
案
で
売
渡

さ
れ
て
い
る
の
は
地
子
で
あ
っ
て
屋
地
で
は
な
い
。
記
さ
れ
た
日
付
か
ら
す
る
と
、
永
禄
三
年
三
月
十
一
日
に
奉
行
人
奉
書
が
発
給
さ
れ
て
い

る
の
に
、
翌
四
年
三
月
二
日
に
安
堵
の
下
知
を
請
う
て
お
り
、
さ
ら
に
賢
等
居
住
の
地
子
を
証
明
す
る
売
券
状
は
同
年
八
月
十
五
日
付
に
な
っ

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
調
和
さ
せ
る
に
は
さ
ら
な
る
資
料
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
た
だ
現
存
資
料
の
み
に
よ
っ
て
も
、
宗
養
が
政
所

に
対
し
繰
り
返
し
手
続
を
し
、
処
理
を
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
政
所
代
の
蜷
川
氏
は
自
分
の
心
覚
え
と
し
て
必
要
箇

所
を
控
え
て
保
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
宗
養
か
ら
提
出
さ
れ
た
文
書
類
と
、
宗
養
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
奉
書
は
、
時
の
過
ぎ
行
く
ま
ま
に
消

失
し
、
痕
跡
を
探
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
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宗
牧
・
宗
養
の
側
か
ら
こ
の
一
連
の
不
動
産
取
得
を
見
て
み
よ
う
。
前
節
ま
で
で
追
っ
た
諸
文
書
の
日
付
を
、
両
者
の
年
譜
・
伝
記
と
照
合

を
試
み
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
木
藤
才
蔵
氏
『
連
歌
史
論
考
』
に
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
宗
牧
・
宗
養
の
伝
記
は
、
宗
祇
・
宗
長
に
比
べ
る
と
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
三
条
西
実
隆
の
よ
う
な
庇
護
者
に
し
て
詳
し
い
日
記
を
残
し
た

者
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
、
在
京
時
の
動
静
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
宗
牧
は
越
前
一
乗
谷
出
身
と
さ
れ
る
が
、
生
年
も
習
学
の
さ
ま
も
伝

わ
ら
な
い
。
た
だ
、
大
永
四
年
の
宗
牧
独
吟
千
二
百
韻
に
、
こ
の
年
「
五
十
八
歳
歎
」
と
注
記
す
る
写
本
が
あ
る
。
し
か
し
、
諸
研
究
者
は
こ

の
伝
承
を
採
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
っ
て
宗
牧
の
事
跡
と
照
合
す
る
と
、
永
正
十
三
年
、
「
十
花
千
句
」
出
座
の
時
五
十
歳
、

息
子
宗
養
の
誕
生
す
る
大
永
六
年
に
六
十
歳
、
東
国
旅
行
で
客
死
す
る
天
文
十
四
年
に
七
十
九
歳
と
な
る
が
、
い
ず
れ
も
高
齢
に
過
ぎ
る
で
あ



ろ
う
。
た
だ
、
も
う
少
し
若
く
考
え
た
く
と
も
、
根
拠
と
な
る
材
料
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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管
見
に
よ
れ
ば
、
『
宗
碩
回
章
』
巻
末
の
宗
長
書
状
部
分
に
、
宗
牧
の
最
も
初
期
の
消
息
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
今
は
庵
主
の
名
残
と
て
貴
所
宗
牧
な
と
候
そ
と
人
も
思
候
由
承
及
候
（
中
略
）
宗
牧
も
五
六
年
以
前
百
句
見
せ
ら
れ
候
、
愚
存
分
注
付
候

　
　
つ
る
無
庶
幾
候
つ
る
哉
、
腹
立
候
け
る
哉
、
其
後
一
向
無
音

　
『
宗
碩
回
章
』
の
成
立
は
永
正
七
年
十
月
十
一
日
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
五
、
六
年
以
前
は
永
正
元
年
か
ら
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
庵
主

は
宗
祇
を
指
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、
庵
主
の
名
残
と
い
う
言
い
方
で
宗
牧
が
宗
祇
に
直
接
の
指
導
を
受
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

宗
祇
の
没
し
た
文
亀
二
年
の
二
年
後
に
永
正
へ
の
改
元
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
宗
祇
と
宗
牧
が
一
座
し
た
懐
紙
は
見
当
ら
な
い
の
で
、
文
亀

か
ら
永
正
へ
の
あ
た
り
、
宗
牧
は
ま
だ
連
歌
師
見
な
ら
い
と
い
っ
た
格
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
諸
点
を
組
み
合
わ
せ
、
文
亀
二
年
宗
牧
が
二
十

歳
だ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
宗
長
に
百
句
を
示
し
た
と
い
う
永
正
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
二
十
二
、
三
歳
、
永
正
十
三
年
「
十
花
千
句
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
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時
三
十
四
歳
と
な
る
。
こ
の
時
の
宗
牧
を
木
藤
氏
は
「
若
輩
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
」
と
評
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
齢
な
ら
ば
連
歌
師
と
し
て
は

た
し
か
に
若
輩
で
あ
ろ
う
。
大
永
三
、
四
年
の
独
吟
千
三
百
韻
、
千
二
百
韻
と
精
進
を
重
ね
た
時
四
十
一
、
二
歳
、
大
永
六
年
宗
養
誕
生
の
年

四
十
四
歳
、
天
文
十
四
年
死
去
の
時
六
十
三
歳
と
な
り
、
一
応
自
然
な
年
齢
と
い
え
よ
う
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
文
明
十
五
年
こ
ろ
の
生
誕
と
し
て
、

大
き
く
は
誤
る
ま
い
。

　
連
歌
壇
の
動
き
と
し
て
は
、
享
禄
五
年
に
宗
長
、
翌
天
文
二
年
に
宗
碩
が
世
を
去
り
、
宗
牧
が
第
一
人
者
と
な
っ
た
感
が
あ
り
、
天
文
五
年

九
月
に
は
連
歌
宗
匠
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
推
移
に
際
し
て
は
宗
祇
直
門
の
最
後
の
生
き
残
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
物

を
言
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
の
主
題
と
し
て
い
る
誓
願
寺
通
子
の
屋
地
に
つ
い
て
は
こ
の
天
文
六
年
に
地
子
銭
を
納
め
居
住
し
て
い

た
こ
と
が
判
明
し
た
わ
け
で
あ
る
。
勧
修
寺
家
と
の
関
わ
り
は
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
分
ら
な
い
。
こ
こ
に
何
時
か
ら
住
ん
だ
か
、
養
花
軒
へ

の
所
有
権
の
移
動
に
宗
牧
が
何
ら
か
の
意
向
が
あ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。

　
宗
養
の
代
に
な
る
と
、
そ
の
事
跡
は
も
う
少
し
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
大
永
六
年
に
生
れ
、
父
宗
牧
の
旅
に
同
行
し
た
の
が
天
文
十
三
年
、
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無
為
と
い
う
名
で
会
席
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
十
四
年
宗
牧
が
死
去
し
た
時
二
十
歳
で
あ
っ
た
。
翌
十
五
年
の
書
状
に
半
松
斎
宗
養
と
署
名
し

て
お
り
、
改
名
の
事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
。
『
蜷
川
家
文
書
』
の
常
盤
井
殿
の
屋
地
に
つ
い
て
は
天
文
廿
二
年
の
日
付
が
あ
っ
た
。
こ
の
年
宗

養
は
二
十
八
歳
で
、
ま
だ
新
進
の
連
歌
師
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
立
場
で
、
ど
う
し
て
こ
の
屋
地
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
不
明
と

し
か
言
い
よ
う
も
な
い
が
、
三
好
長
慶
の
動
き
が
何
ら
か
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
天
文
十
八
年
の
入
洛
が
政
治
的
軍
事
的

に
重
大
で
あ
る
が
、
宗
養
と
は
た
び
た
び
連
歌
の
席
を
共
に
し
て
い
る
。
そ
の
始
ま
り
が
天
文
廿
年
六
月
の
千
句
で
、
以
後
両
者
の
同
座
し
た

連
歌
が
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
屋
地
に
つ
い
て
金
銭
に
よ
る
売
却
の
文
書
の
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
な
お
宗
養
は
天
文
二
十
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
出
雲
に
下
り
、
夏
ま
で
滞
在
し
て
い
る
。
帰
京
後
奥
坊
宗
信
に
所
有
権
放
棄
の
一

文
を
書
い
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
一
色
晴
旦
ハ
か
ら
同
一
の
地
を
二
人
に
与
え
た
の
か
、
他
か
ら
の
圧
力
が
あ
っ
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
想

像
を
め
ぐ
ら
す
の
み
で
あ
る
。

　
誓
願
寺
通
子
の
宗
牧
居
住
地
に
つ
い
て
は
、
弘
治
三
年
に
養
花
軒
寿
均
の
売
渡
し
の
証
明
が
あ
る
。
宗
養
は
こ
の
年
三
十
二
歳
で
、
こ
の
前

年
に
若
狭
に
下
向
し
、
十
二
月
に
帰
京
し
て
い
る
。
こ
れ
を
買
取
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
は
わ
か
ら
な
い
が
、
父
の
旧
居
で
あ
る
か
ら
は
何
ら

か
の
感
慨
は
覚
え
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
五
月
三
日
に
は
尼
崎
で
冬
康
・
長
慶
・
宗
養
の
何
人
百
韻
が
興
行
さ
れ
て
い
る
。

　
賢
等
の
屋
地
ま
た
所
有
全
体
に
つ
い
て
永
禄
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
文
書
が
あ
る
が
、
宗
養
は
三
十
五
、
六
歳
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
宗

養
は
、
永
禄
二
年
冬
、
越
前
敦
賀
に
至
り
、
宗
牧
出
身
地
の
一
乗
谷
で
越
年
、
三
年
三
月
ご
ろ
加
賀
に
お
も
む
き
、
十
一
月
に
は
帰
京
し
て
い

る
。
四
年
も
在
京
の
よ
う
で
あ
る
が
、
五
月
廿
七
日
か
ら
河
内
国
飯
盛
城
の
飯
盛
千
句
に
出
座
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三
好
長
慶
主
催
の
千
句
で

あ
る
。

　
宗
養
の
動
静
を
こ
の
よ
う
に
追
っ
て
み
る
と
、
各
地
を
移
動
し
て
活
動
す
る
連
歌
師
と
し
て
の
顔
と
、
本
拠
地
の
京
へ
戻
っ
た
時
、
所
有
す

る
不
動
産
の
管
理
に
伴
う
事
務
を
そ
つ
な
く
こ
な
し
て
い
る
生
活
者
と
し
て
の
一
面
が
、
か
い
ま
み
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
な
お
、
永
禄
元
年
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の
将
軍
義
輝
の
入
京
以
後
長
慶
は
実
権
を
削
が
れ
、
今
谷
氏
に
よ
れ
ば
「
永
禄
三
～
五
年
の
間
に
洛
中
で
は
幕
府
奉
行
人
奉
書
が
急
増
し
」
と
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の
こ
と
で
あ
る
。
賢
等
の
屋
地
に
つ
い
て
の
宗
養
の
動
き
は
丁
度
こ
の
時
期
で
、
権
力
の
移
動
を
め
ぐ
る
混
乱
の
中
で
、
長
慶
と
の
親
し
い
関

係
は
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
幕
府
要
路
へ
の
気
配
り
に
お
こ
た
り
は
な
く
、
『
蜷
川
家
文
書
』
七
五
四
番
は
、
蜷
川
親
俊
宛
の
宗
養
書
状
で
あ

る
が
、
そ
う
し
た
文
脈
で
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
一
応
の
ま
と
め
を
す
る
な
ら
、
宗
牧
は
地
方
か
ら
上
京
し
た
連
歌
師
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
子
の
宗
養
は
着
実
に
経
済
的
な
成
功
を
お

さ
め
た
人
で
あ
っ
た
。
常
盤
井
殿
や
勧
修
寺
家
の
屋
地
や
、
そ
の
他
の
田
地
を
入
手
し
、
そ
の
こ
と
を
幕
府
政
所
に
申
告
し
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
政
所
の
役
人
や
、
実
力
者
三
好
長
慶
と
い
っ
た
人
々
と
円
滑
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
長
慶
と
は
し
ば
し
ば

連
歌
を
巻
き
、
個
人
的
に
親
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
ら
の
財
産
の
入
手
に
も
何
ら
か
の
援
助
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
き
く
見
れ
ば
、

中
世
的
な
権
門
か
ら
新
興
の
人
々
へ
の
財
産
の
転
移
が
生
じ
て
い
る
。

　
宗
牧
宗
養
親
子
は
連
歌
師
と
い
う
職
業
を
世
襲
し
て
お
り
、
居
住
地
の
継
承
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宗
牧
が
居
住
し
た
誓
願
寺
通
子
の
家
は
、

宗
養
も
幼
少
期
を
お
く
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
の
所
有
者
は
勧
修
寺
家
で
あ
り
養
花
軒
で
あ
っ
た
。
成
人
し
た
宗
養
が
そ
の

屋
地
を
買
い
取
っ
た
が
、
そ
こ
に
住
ん
だ
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
常
盤
井
殿
の
地
に
つ
い
て
は
地
子
云
々
の
記
載
が
な
く
、
そ
ち
ら
に
住

ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
東
西
七
間
、
南
北
六
間
と
い
う
敷
地
は
、
誓
願
寺
通
子
の
二
箇
所
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
広
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
常

盤
井
殿
と
誓
願
寺
は
隣
接
し
て
お
り
、
そ
の
付
近
が
宗
養
の
生
れ
育
っ
た
地
に
違
い
な
く
、
当
時
の
人
々
に
は
こ
の
親
子
二
代
の
連
歌
師
の
土

地
と
の
印
象
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
惜
し
む
ら
く
は
宗
養
の
早
世
が
こ
の
家
の
確
立
を
妨
げ
、
後
の
里
村
家
に
よ
っ
て
幕
府
出
仕
の
連
歌
師
の

家
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
の
歴
史
を
知
る
我
々
と
し
て
は
こ
こ
で
考
え
こ
む
こ
と
に
な
る
。
文
芸
と
し
て
の
連
歌
の
寿
命
が
尽
き

た
後
、
江
戸
時
代
の
終
幕
ま
で
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
、
連
歌
の
家
と
し
て
幸
い
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
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注
1
　
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
』
の
前
後
の
文
書
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
対
馬
守
は
松
田
盛
秀
、
伊
　
　
は
伊
勢
貞
孝
。
な
お
、
こ
の
日
付
は
不
審
で
、

　
　
永
禄
四
年
の
誤
り
と
す
れ
ば
す
な
お
に
理
解
で
き
る
。
内
閣
文
庫
本
「
雑
記
」
（
整
理
番
号
古
一
七
　
三
二
六
）
に
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
確
か
に
「
永

　
　
禄
三
年
」
と
記
し
て
い
る
。
宗
養
の
求
め
に
応
じ
て
安
堵
の
奉
書
が
発
給
さ
れ
た
と
す
る
の
が
自
然
で
、
蜷
川
親
俊
自
身
の
誤
記
の
可
能
性
が
高

　
　
い
と
考
え
る
が
、
本
稿
で
は
一
応
こ
の
本
文
に
従
っ
て
お
く
。

注
2
　
山
田
康
弘
氏
『
戦
国
期
室
町
幕
府
と
将
軍
』
伽
ペ
ー
ジ
。

注
3
　
　
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
。
特
に
そ
の
第
2
部
第
四
　
細
川
・
三
好
体
制
研
究
序
説
。

注
4
　
同
書
頚
ペ
ー
ジ
以
下
。

注
5
　
同
書
田
ペ
ー
ジ
所
引
奉
行
人
奉
書
。
な
ら
び
に
同
ペ
ー
ジ
の
注
9
9
。

注
6
　
　
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
下
把
ペ
ー
ジ
。

注
7
　
同
書
9
8
ペ
ー
ジ
。

注
8
　
　
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
棚
ペ
ー
ジ
。

注
9
　
　
『
中
世
文
学
　
資
料
と
論
考
』
螂
ペ
ー
ジ
。

注
1
0
　
　
『
連
歌
史
論
考
』
下
珊
ペ
ー
ジ
。

注
1
1
　
同
書
瑚
ペ
ー
ジ
。

注
1
2
　
　
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
娚
ペ
ー
ジ
。
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